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た
も
の
で
あ
る
が
、

「
日
魯
」
が
秦
律
等
の
法
制
史
料
と
同
時
に
出
土
す
る
の

識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡

先
に
私
は
、
近
時
出
土
の
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
（
以
下
、
秦
簡
と
略
）
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
占
い
の
テ
ク
ス
ト
「
日
書
」
の
基
礎
的
検
討
を
行
い
、
そ
の
史

料
的
可
能
性
に
つ
い
て
一
定
の
展
望
を
試
み
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
な
が
ら
さ
ら
に
、

「
埋
も
れ
て
い
た
行
神
ー
主
と
し
て
秦
簡
『
日
書
』
に
よ
る
ー
」
（
『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
六
冊
、
一
九
八
八
年
三
月
）
と
い
う
小
論
に
お
い
て
、

楚
に

お
け
る
時
日
の
構
造
の
一
端
を
析
出
し
た
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
意

秦
律
を
中
心
と
す
る
戦
国
秦
の
法
制
史
料
を
大
量
に
出
土
し
た
湖
北
省
雲
夢

県
睡
虎
地
は
、
秦
が
戦
国
末
期
（
前
二
七
八
）
に
楚
の
都
郵
一
帯
に
置
い
た
「
南

郡
」
の
中
に
含
ま
れ
る
。
秦
簡
は
こ
の
南
郡
の
一
官
吏
の
棺
内
か
ら
発
見
さ
れ

は
、
秦
の
占
領
地
支
配
と
一
定
の
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
日
書
」
に
現
れ
た
種
々
の
禁
忌
の
習
俗
は
、
そ
の
出
土
地
で
あ
る
戦
国
楚
の

は

じ

め

に

＾ 

「
日
書
」

よ
り
見
た
法
と
習
俗

も
の
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
楚
地
の
暦

・
時
日
の
構

造
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
暦
・
時
日
の

内
容
が
も
っ
と
も
集
中
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
旅
行
関
係
の
記
事
に
注
目
し
、

当
時
の
楚
人
が
何
を
行
神
と
信
じ
、
ど
ん
な
時
日
を
選
択
し
て
旅
行
に
出
て
、

そ
れ
は
い
か
な
る
占
法
原
理
に
よ
り
、
ま
た
城
門
を
出
る
と
き
に
は
ど
ん
な
儀

礼
を
行
う
の
か
、
ま
た
帰
っ
て
く
る
と
き
も
そ
れ
ら
の
時
日
や
儀
礼
は
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
等
々
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る

―
つ
の
「
行
神
信
仰
の
世
界
」
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
結

「
萬
符
」
等
の
呪
術
的
歩
行
法
や
呪
符
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
二
、
時
日
の
選
択

の
占
法
原
理
で
後
代
の
「
帰
忌
日
」
「
往
亡
日
」
「
臨
日
」
等
と
同
じ
も
の
や
、

ま
た
律
呂
の
原
理
に
よ
る
「
納
音
五
行
」
が
初
期
的
な
姿
で
す
で
に
現
れ
て
い

る
こ
と
、
三
、
漠
代
を
上
限
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
十
二
時
制
」
が
さ
ら
に
戦

国
時
代
に
ま
で
遡
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
四
、
以
上
の
検
討
か
ら
析
出
さ

れ
た
諸
々
の
禁
忌
・
時
日
の
選
択
・
占
法
原
理

・
旅
行
の
さ
い
の
通
過
儀
礼
が
、

後
の
道
書
の
な
か
に
吸
収
・
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
等
々
が
検
証
さ
れ
た
の

果
、
そ
の
中
か
ら
、

一
、
当
時
の
行
神
は
「
馬
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

「萬
歩
」

工

藤

尤

男
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そ
の
た
め
前
引
の
小
論
に
お
い
て
私
は
、

「
旅
行
」
に
つ
い
て

「
稜
辰
」
に
見
え
る
秦
．
楚
の
占
い

で
あ
る
。
す
る
と
そ
の
よ
う
な
暦
・
時
日
に
よ
っ
て
、
替
え
て
い
え
ば
根
茎
的

も
し
く
は
網
状
に
複
雑
に
構
成
さ
れ
た
楚
の
（
習
俗
の
総
体
と
し
て
の
）
「
異
文

化
」
を
、
秦
は
そ
の
支
配
体
制
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
か

が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
小
論
は
、
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
戦
国
秦
の
南
郡
支

配
の
特
質
と
そ
の
後
の
転
換
の
論
理
を
、
主
と
し
て
秦
簡
「
日
書
」
の
分
析
を

通
じ
て
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
日
書
」
は
甲
種
(
7
3
0
~
8
9
5
)

と
乙
種
(
8
9
6
~
1
1
5
5
)

の
両
篇
が
あ
り
、

①
 

そ
の
内
容
は
両
者
に
共
通
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
片
方
だ
け
に
し
か

見
え
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
は
ま
だ

未
解
決
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
「
日
書
」
の
中
に
秦
や
楚
の
名
が
直
接
見
え
る

②
 

占
文
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
先
験
的
に
秦
の
も
の
と
み

③
 

な
す
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
占
文
を
秦
も
し
く
は
楚
の
も
の
と
同
定

す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
論
証
的
手
続
き
を

必
要
と
す
る
。

の
関
係
記
事
を
全
体
の
関
係
性
の
中
で
構
造
化
し
、
そ
こ
に
現
前
す
る
固
有
の

習
俗
的
世
界
を
楚
の
も
の
と
同
定
す
る
と
い
う
や
や
迂
遠
な
方
法
を
採
っ
た
次

第
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
占
文
の
所
属
の
同
定
に
関
す
る
も
う
―
つ
の
有
効
な

方
法
は
、
同
一
の
占
法
原
理
に
よ
る
種
々
の
占
文
を
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
で

稜
辰

敷
。
子
・
辰
、
寓
。

丑
．
卯
、
陰
゜
寅
、
懲
。
未
、
結
。

五
月
・
六
月
：
辰
、
秀
。
巳
・
寅
、
正
陽
。
午
．
丑
、
危
陽
。
未
、

④
 

あ
ろ
う
。
例
え
ば
つ
ぎ
の
甲
種
7
5
5
~
7
5

簡
に
見
え
る
「
稜
辰
」
に
、

正
月
・
ニ
月
：
子
、
秀
。
丑
・
戌
、
正
陽
。
寅
・
酉
、
危
陽
。
卯
、

敷
。
辰
．
申
、
禽
゜
巳
・
未
、
陰
。
午
、
懲
゜
亥
、
結
。

三
月
•
四
月
：
寅
、
秀
。
卯
・
子
、
正
陽
゜
辰
．
亥
、
危
陽
゜
巳
、

敷
。
午
・
戌
、
寓
。
未
・
酉
、
陰
。
申
、
剪
。
丑
、
結
。

敷
。
申
・
子
、
寓
゜
酉
．
亥
、
陰
゜
戌
、
剪
。
卯
、
結
。

七
月
・
八
月
：
午
、
秀
。
未
・
辰
、
正
陽
。
申
・
卯
、
危
陽
。
酉
、

敷
。
戌
．
寅
、
寓
゜
亥
．
丑
、
陰
。
子
、
徽
゜
巳
、
結
。

九
月
・
十
月
：
申
、
秀
。
酉
・
午
、
正
陽
゜
戌
・
已
、
危
陽
゜
亥
、

十
一
月
・
十
二
月
：
戌
、
秀
。
亥
．
申
、
正
陽
。
子
・
未
、
危
陽
。

丑
、
敷
。
寅
・
午
、
禽
゜
卯
．
巳
、
陰
゜
辰
、
剪
゜
酉
、
結
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
ニ
ヶ
月
を
も
っ
て
一
組
と
し
、
各
ニ
ヶ
月
間
の
各
日
の
吉
凶

を
干
支
で
表
さ
れ
た
日
の
十
二
支
の
部
分
で
占
う
も
の
で
、
毎
日
が
秀
・
正
陽

．
危
陽
・
敷
・
寓
・
陰
・
剪
・
結
の
八
種
の
い
ず
れ
か
の
日
に
当
た
る
よ
う
に

な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
一
年
を
通
じ
て
占
わ
れ
る
た
め
に
、
各
ニ
ヶ
月
を
単
位

と
す
る
最
初
の
日
の
起
点
を
二
辰
ず
つ
ズ
ラ
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ

れ
ら
の
八
種
の
日
が
い
か
な
る
日
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
の
辞
は
そ
の
後

に
（
甲
7
6
1
~
7
5
)

ま
と
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
占
い
の
十
二
支
の
配
列
順

序
を
数
字
に
置
き
換
え
て
表
に
し
て
み
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
な
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稜辰の配列

秀
「―

1・2月

3 • 4月

5・6月

7・8月

9・10月

11・12月

表 1

1

3

5

7

9

1

 ー

正陽

2

4

6

8

0

2

 

1

1

 

1

1

3

5

7

9

 

ー

危陽

3

5

7

9

1

1

 

ー

0

2

2

4

6

8

 

1

1

 

放

-
4
6
8
1
0
1
2
2

寓

5

7

9

1

1

3

 

ー

r
ー

9

1

1

3

5

7

 

ー

陰

6

8

0

2

2

4

 

1

1

 

結

1
2
2
4
6
8
1
0

剪

7

9

1

1

1

3

5

8

0

2

2

4

6

 

1

1

 

に
「
叢
辰
と
は
、
猶
お
今
の
五
行
生
剋
を
以

原
理
に
関
し
て
、
時
代
は
下
る
が
『
正
字
通
』

と
あ
る
よ
う
に
、
前
漠
時
代
で
は
術
数
家
の

る
の
か
は
、
後
世
の
占
書
に
ま
だ
類
例
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

た
め
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

5
 

饒
宗
願
氏
は
こ
の
占
い
を
「
叢
辰
」
に
同
定
さ
れ
て
い
る
。
叢
辰
に
つ
い
て

は
『
史
記
』
巻
―
二
六
「
日
者
列
伝
」
堵
少
孫
補
文
に
、

臣
、
郎
為
り
し
時
、
太
卜
の
待
詔
し
て
郎
と
為
る
者
と
署
を
同
じ
う
す
。

「
可
」
と
。
堪
輿
家
日
く
「
不
可
」
と
。

建
除
家
曰
く
「
不
吉
」
と
。
叢
辰
家
日

く
「
大
吉
」
と
。
癖
訟
し
て
決
せ
ず
。

一
派
の
占
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
漠
書
』
巻

三

0
「
芸
文
志
」
の
五
行
家
の
類
に

「鍾
律

0

0

 

叢
辰
日
苑
二
十
三
巻
」
が
見
え
、
そ
の
占
法

て
日
を
択
ぶ
ご
と
き
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ

天
人
家
日
く
「
小
吉
」
と
。
太
一
家
日

く
「
大
凶
」
と
。
歴
家
曰
く
「
小
凶
」
と
。

る
可
き
か
、

と」

と
。
五
行
家
日
＜

緊
会
し
て
之
に
問
う
、
某
日
、
婦
を
取

言
い
て
日
く
「
孝
武
帝
の
時
、
占
家
を

り
に
規
則
的
な
配
列
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
い

秦

敷。

し
か
し
「
日
書
」

よ
り
、
叢
辰
の
占
法
原
理
は
五
行
説
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

の
稜
辰
は
五
行
説
に
よ
る
も
の
と
は
認
め
が
た
く
む
し
ろ
建

除
の
方
法
に
近
い
。
饒
宗
頚
氏
が
「
日
書
」

さ
れ
た
の
は
「
稜
辰
」

の
「
稜
」
字
を
「
叢
」
字
に
釈
し
得
る
こ
と
に
基
づ
い

て
い
る
が
、
し
か
し
占
法
原
理
か
ら
い
っ
て
氏
の
説
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「稜
辰
」
と
酷
似
し
た
占
文
が
乙
種
(
9
4
2
~
5
8
)

に
も
見

え
る
。
そ
れ
は
「
秦
」
と
い
う
標
題
の
占
文
で
あ
る
。
原
文
の
脱
落
や
誤
写
が

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
、
甲
種
の
「
稜
辰
」
に
よ
っ
て
復
原
訂
正
す
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

正
月
・
ニ
月
：
子
、
采
゜

丑
．
戌
、

の

「稜
辰
」
を
「
叢
辰
」
と
見
な

【
正
】
陽
。
寅
・
酉
、
危
陽
゜
卯
、

【
辰
】
．
申
、
寓
゜
巳
・
未
、
陰
。
午
、
徹
゜

三
月
•
四
月
：
寅
、
采
゜
卯
・
【
子
】
、
正
陽
。
辰
・
【
亥
】
、
危
陽
。
巳
、

敷
。
午
．
戌
、
寓
。
未
・
酉
、
陰
。
申
、
徹
。

五
月
・
六
月
：
辰
、
采
゜

巳

・
寅
、
正
陽
。
午
．
丑
、
危
陽
。
未
、
敷
。

申
・
子
、
腐
゜
酉
．
亥
、
陰
。
戌
、
徹
゜
卯
、
結
。

七
月
・
八
月

：
午
、
采
。
未
・
辰
、
正
陽
。
【
中
】

・
未
（
当
作
卯
）
、

危
陽
。
酉
、
敷
。
戌
．
寅
、
寓
゜
亥
．
丑
、
陰
。
子
、
懲
゜
巳
、
結
。

九
月
・
十
月
：
申
、
采
。

敷
。
已
（
当
作
子
）
・
辰
、
禽
。

丑
（
当
作
亥
）
、
結
。

丑
、
結
。

【
酉
・
午
、
正
陽
。
戌
．
巳
、
危
】
陽
゜
亥
、

丑

．
卯
、
陰
。
寅
、
徹
。
未
、
結
。

【
+
―
月
・
十
二
月
：
戌
、
秀
。
亥
・
申
、
正
陽
。
子
・
未
、
危
】
陽
。

戌
（
当
作
丑
）
、
敷
。
寅
・
午
、
寓
゜
巳
・
卯
（
当
作
卯
．
巳
）
、
陰
゜
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①
秦
除

亥
、
成
子
、
収
丑
、
開
寅
、
閉
卯
。

辰
、
徹
。
酉
、
結
。

占
文
中
の
用
語
に
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
両
者
が
同
一
の
占
法
原
理
に
よ

っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
占
文
に
「
秦
」
と
い
う
標
題

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
秦
の
占
い
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。
す
る
と
前
者
の

「
稜
辰
」
は
お
そ
ら
く
楚
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
秦
」

と
は
本
来
「
秦
の
稜
辰
」
の
謂
い
で
、
そ
の
標
題
の
あ
り
方
か
ら
、
ま
ず
楚
の

「
稜
辰
」
が
あ
り
、
そ
の
後
に
そ
れ
と
占
法
原
理
を
同
じ
く
す
る
秦
の
も
の
が

入
っ
て
き
た
の
で
、
楚
人
の
側
か
ら
「
秦
（
稜
辰
）
」
と
表
記
さ
れ
た
と
い
う
事

情
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
日
書
」
に
お
け
る
同
一
の
占
法
原
理
に
よ
る
秦

で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
建
除
の
例
か
ら
も
検
証
で
き
る
。

甲
種
7
4
3
~
5
4

簡
に
「
秦
除
」
と
い
う
標
題
の
占
文
が
見
え
る
。

正
月
。
建
寅
、
除
卯
、
盈
辰
、
平
巳
、
定
午
、

摯
未
、
披
申
、
危

酉
、
成
戌
、
収
亥
、
開
子
、
閉
丑
゜

二
月
。
建
卯
、
除
辰
、
盈
已
、
平
午
、
定
未
、
執
申
、
披
酉
、
危

戌
、
成
亥
、
収
子
、
開
丑
、
閉
寅
。

三
月
。
建
辰
、
除
已
、
盈
午
、
平
未
、
定
申
、
執
酉
、
披
戌
、
危

「
建
除
」
に
見
え
る
秦
．
楚
の
占
い

楚
両
種
の
占
文
の
並
存
は
、
ま
さ
し
く
秦
の
占
領
地
支
配
を
背
景
と
す
る
現
象

四
月
。
建
巳
、
除
午
、
盈
未
、
平
申
、
定
酉
、
摯
戌
、
披
亥
、
危

五
月
。
建
午
、
除
未
、
盈
申
、
乎
酉
、
定
戌
、
摯
亥
、
披
子
、
危

七
月
。
建
申
、
除
酉
、
盈
戌
、
平
亥
、
定
子
、
摯
丑
、
披
寅
、
危

卯
、
成
辰
、
収
巳
、
開
午
、
閉
未
゜

八
月
。
建
酉
、
除
戌
、
盈
亥
、
乎
子
、
定
丑
、
摯
寅
、
披
卯
、
危

辰
、
成
巳
、
収
午
、
開
未
、
閉
申
゜

九
月
。
建
戌
、
除
亥
、
盈
子
、
平
丑
、
定
寅
、
摯
卯
、
披
辰
、
危

巳
、
成
午
、
収
未
、
開
申
、
閉
酉
゜

午
、
成
未
、
収
申
、
開
酉
、
閉
戌
゜

十
一
月
。
建
子
、
除
丑
、
盈
寅
、
平
卯
、
定
辰
、
摯
巳
、
披
午
、

危
未
、
成
申
、
収
酉
、
開
戌
、
閉
亥
゜

十
二
月
。
建
丑
、
除
寅
、
盈
卯
、
平
辰
、
定
巳
、
摯
午
、
披
未
、

危
申
、
成
酉
、
収
戌
、
開
亥
、
閉
子
。

こ
れ
は
所
謂
「
建
除
」
表
で
あ
る
。
建
除
は
後
世
暦
注
の
一
種
と
し
て
知
ら

れ
て
お
り
現
在
も
中
段
の
暦
注
と
し
て
存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
月
寅
の
日

を
建
、
卯
の
日
に
除
、
…
…
丑
の
日
に
閉
を
当
て
、
こ
れ
を
一
ヶ
月
繰
り
返
す

十
月
。
建
亥
、
除
子
、
盈
丑
、
平
寅
、
定
卯
、
摯
辰
、
披
巳
、
危

寅
、
成
卯
、
収
辰
、
開
已
、
閉
午
゜

六
月
。
建
未
、
除
申
、
盈
酉
、
平
戌
、
定
亥
、
摯
子
、
披
丑
、
危

丑
、
成
寅
、
収
卯
、
開
辰
、
閉
巳
゜

子
、
成
丑
、
収
寅
、
開
卯
、
閉
辰
゜
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蓋

：

酉

戌

坐

：

申

酉

亥戌

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

申

未

申

酉

戌

子

丑

寅

卯

辰

已

午

空

外

亥

子

丑

寅

卯

辰

已

午

未

午

未

申

酉

亥戌

亥

子

丑

寅

卯

辰

已

成

外

空
：
未

申

酉

戌

亥

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

巳

午

未

申

酉

戌

亥

子

丑

寅

卯

辰

平

達

寧

：

午

未

申

酉

戌

平
：
巳

午

未

申

酉

亥戌

子

丑

寅

卯

辰

巳

辰

巳

午

末

申

酒

戌

亥

子

丑

寅

卯

作

陰

亥戌

子

丑

寅

卯

卯

辰

巳

午

未

申

酉

戌

亥

子

丑

寅

宮

羅

彼

：

辰

已

午

未

申

酉

亥

子

丑

寅

辰卯

寅

卯

辰

巳

午

未

申

酉

戌

亥

子

【
丑

口

】
交

陥
：
卯

辰

已

午

未

申

酉

戌

亥

子

丑

寅

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

申

酉

戌

亥

子

高

陽

建

：
寅

卯

辰

巳

午

未

申

酉

戌

亥

子

丑

子

丑

寅

卯

辰

已

午

未

申

酉

戌

亥

窓

結

棗

：
丑

寅

卯

辰

已

午

未

申

酉

戌

亥

子

③
 

②
除

い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、

「
日
書
」
が
甲
乙
両
種
と
も
内
容
の
多
く
が
共
通
し

外
は
み
な
「
摯
」
に
作
る
ご
と
く
で
あ
る
。

る
も
の
の
、
や
は
り
建
除
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

「天
文
訓
」
を
初
見
と
す
る
が
、

とヽ

つ
ぎ
の
月
か
ら
建
に
当
た
る
日
を
一
辰
づ
つ
ズ
ラ
し
て
同
様
に
繰
り
返
し
、

そ
の
日
の
当
た
る
建
か
ら
閉
ま
で
の
建
除
十
二
神
に
よ
っ
て
吉
凶
を
知
る
、
と

い
う
方
法
に
よ
っ
て
占
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
献
上
の
ま
と
ま
っ
た
記
事
は

『
淮
南
子
』

た
だ
そ
の
「
天
文
訓
」
と
「
日

書
」
に
は
、
用
語
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
天
文
訓
」
の
「
満
」

は
「
日
書
」
で
は
「
盈
」
に
、
「
被
」
は
「
披
」
に
、
「
執
」
は
二
月

・
三
月
以

如
上
の
「
秦
除
」
は
そ
の
標
題
か
ら
「
秦
の
建
除
」
に
同
定
で
き
る
が
、
じ

つ
は
こ
の
占
文
の
前
に
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
占
文
が
あ
る
（
甲
7
3
0
~
4
2
)
。

肛
記
麟
月
腎
腎
畔
月
可
腎
呼
〗
月
旱
月
麟
月

濡
：
子

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

申

酉

戌

亥

6
 

両
者
の
簡
番
号
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
②
の
「
除
」
は
「
日
書
」
甲
種

の
冒
頭
に
置
か
れ
た
占
文
で
、
①
の
「
秦
除
」
は
そ
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る

と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
②
の
「
除
」
も
用
語
に
異
同
は
あ

そ
こ
で
こ
の
両
種
の
建
除
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
相
違
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る

が
、
基
本
的
相
違
点
は
何
と
い
っ
て
も
①
の
「
秦
除
」
が
正
月
の
寅
日
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
②
の
「
除
」
が
一
―
月
の
子
日
か
ら
始
ま
っ
て

て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
乙
種
に
お
い
て
は
次
の
③
と
④
の
占
文
が

甲
種
に
お
け
る
こ
の
両
種
の
建
除
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

十
一
月
＋
―
-
月
正
月
二
月
三
月

四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月

【十
月
】

用

：

亥

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

申

酉

戌

成

：

戌

亥

子

丑

寅

卯

辰

已

午

末

申

酉
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徐

虚
戌
、
吉
亥
、
実
子
、
開
丑
。

【
剰
戌
、
虚
】
亥
、
吉
子
、
実
丑
、
閣
寅
゜

（乙
8
9
6
~
9
0
8
)

二
月
：
建
【
卯
、
徐
】
辰
、
吉
巳
、
実
午
、
客
未
、
檄
申
、
衝
酉
、

三
月
：
建
【
辰
、
徐
】
已
、
吉
午
、
実
未
、
宮
申
、
敷
酉
、
衝
戌
、

剰
亥
、
虚
子
、
吉
丑
、
実
寅
、
開
卯
。

虚
巳
、
吉
午
、
実
未
、
開
申
゜

敷
亥
、

衝
子
、

四
月
：
建
巳
、
徐
午
、
吉
未
、
実
申
、
宮
酉
、
敷
戌
、
衝
子
〔
当
作

亥
〕
、
【
剥
子
】
、
虚
丑
、
吉
寅
、
【
実
】

卯
、
閣
辰
゜

五
月
・
・
建
午
、
徐
【
未
】
、
吉
申
、
実
酉
、
容
戌
、

剥
丑
、
虚
寅
、
吉
卯
、
実
辰
、
開
巳
゜

六
月
：
建
未
、
徐
申
、
吉
酉
、
実
戌
、
宮
亥
、
敷
子
、
衝
丑
、
剰
寅
、

虚
卯
、
吉
辰
、
実
己
、
開
午
゜

七
月
：
建
申
、
徐
酉
、
吉
戌
、
実
亥
、
宮
子
、
敷
丑
、
衝
寅
、
剛
卯
、

虚
辰
、
吉
【
巳
】
、
実
午
、
開
未
゜

八
月
：
建
酉
、
徐
戌
、
吉
亥
、
実
子
、
宮
丑
、
檄
寅
、
衝
卯
、
副
辰
、

④

正

月

：
建
寅
、
余
卯
、
吉
辰
、
実
巳
、
宮
午
、
徽
未
、
衝
申
、
剥
酉
、

違
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

虚
午
、
吉
未
、
実
申
、
開
酉
゜

虚
未
、
吉
申
、
実
酉
、
開
戌
。

十
一
月

：
建
子
、

徐
丑
、
吉
寅
、
実
卯
、
宮
辰
、
敷
巳
、
衝
午
、
剰

未
、
虚
申
、
【
吉
酉
】
、
実
戌
、
開
亥
。

十
二
月
：
建
丑
、
徐
寅
、
吉
卯
、
実
辰
、
宮
巳
、
徽
午
、
術
未
、
副

申
、
虚
酉
、
吉
亥
〔
当
作
戌
〕
、
【
実
亥
】
、
閉
子
。
（
乙
9
2
1
~
3
2
)
 

こ
れ
よ
り
甲
種
の
①
「
秦
除
」
と
乙
種
の
④
「
徐
」
、

子
日
を
そ
れ
ぞ
れ
起
点
と
す
る
点
で
共
通
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
①

「
秦
除
」
と
④
「
徐
」
が
起
点
を
共
通
す
る
こ
と
か
ら
④
「
徐
」
も
秦
の
建
除

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
た
い
し
て
―
一
月
子
日
を

起
点
と
す
る
②
「
除
」
と
③
「
？
・
」
は
楚
の
建
除
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
甲
乙
両
種
の
冒
頭
に
秦
．
楚
二
つ
の
建
除
が
並
列
さ
れ
て
い
る
の

は
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
順
序
か
ら
い
え
ば
、
甲
乙
両
種
と
も
楚
の
建
除

が
ま
ず
最
初
に
置
か
れ
、
そ
の
後
に
秦
の
建
除
が
並
べ
置
か
れ
る
、
と
い
う
意

識
的
な
配
列
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
前
節
で
検
討
し
た
「
稜
辰
」

と
「
秦
」
の
対
応
関
係
に
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
に
秦
楚
の
建
除
が
並
存
し
て

い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
両
国
の
暦
に
一
定
の
相

種
の
②
「
除
」
と
乙
種
③
「
？
」
は
、

一
方
が
正
月
寅
日
を
、
他
方
が
―
一
月

す
る
と
、

お
よ
び
甲

亥

子

丑

寅

卯

辰

已

午

未

申

酉

戌

復

秀

戌

亥

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

申

酉

成

決

十
月

：
建
亥
、
徐
子
、
吉
丑
、
実
震
、
宮
卯
、
敷
辰
、
衝
已
、
瓢
午
、

酉

戌

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

申

蓋

絶

申

画

亥戌

亥

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

□

ロ

九
月
：
建
戌
、
徐
亥
、
吉
子
、
実
丑
、
宮
寅
、
徴
卯
、
衝
辰
、
剥
巳
、
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は
同
占
文
の
下
段
に
、

い
る
の
は
、

刑
夷
・
八
月
・
献
馬
：
歳
在
東
方
、

南
遇
英
（
狭
）
、
西
数
反
其
卿
（
梱
）
。

夏
夷

・
九
月
・
中
夕
：
歳
在
南
方
、

以
東
大
羊
（
祥
）
、

紡
月
・
十
月
・
屈
夕
：
歳
在
西
方
、

北
馬
（
遇
）
英
（
狭
）
、
東
数
反
其
卿
（
網
）
。

七
月
・
鋸
月

・
援
夕
：
歳
在
北
方
、

以
南
大
羊
（
祥
）
、

以
西
大
羊
（
祥
）
、

東
馬
（
遇
）
英
（
狭
）
、
南
数
反
其
卿
（
網
）
。

こ
の
占
い
の
方
法
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、

「
歳
」
と
い
う
標
題
の
す
ぐ
下
に
あ
る
種
々
の
月
名
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
月
名

十
月
楚
冬
夕
、
日
六
夕
十
。
二
月
楚
夏
尿
、

日
十
夕
六
。
十
一
月
楚
屈
夕
、

八
月
楚
器
月
。

日
八
夕
八
。
六
月
楚
九
月
、

日
五
夕
十
一
。

三
月
楚
紡
月
、
日
九
夕
七
゜

日
八
夕
八
。
正
月
楚
刑
夷
、

日
七
夕
九
。
五
月
楚
八
月
、

日
十

一
夕
五
。
九
月
楚
慮
（
献
）
馬
、
日
七
夕
九
。

表 3 歳の構図

七六五四
月月月月

十十九八
一月月月
月 年十
三二正二
月月月月

北方方西南方東方 歳

-------------------- -------

西南東北 喜
. . . . . . . . . . . . . . . .... ... ----

北西南東
旦
亡

..................... -------

東北西南
遇
狭

...................... --------

数

南東北西 >

よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
よ
り
「
歳
」
は
楚
暦
を
も
と
に
し
て
、
三

ヶ
月
を
一
組
と
し
、
そ
の
組
に
含
ま
れ
る
各
月
に
お
い
て
歳
（
木
星
）
が
現
れ

る
方
位
に
よ
っ
て
四
方
の
吉
凶
（
大
祥
・
旦
亡
・
遇
狭
等
）
を
判
断
す
る
占
い

北
旦
亡
、

そ
こ
で
こ
の
表
に
基
づ
い
て
「
歳
」

の
内
容
を
整
理
し
て
み
る
と
、
表
3
の

が
分
か
る
。

西
旦
亡
、

が
ち
ょ
う
ど
三
ヶ
月
ズ
レ
て
い
る
こ
と

西
馬
（
遇
）
英
（
狭
）
、
北
数
反
其
卿
（
梱
）
。

す
る
と
、
こ
の
表
か
ら
秦
と
楚
で
は
暦

表 2

る。

歳

以
北
大
羊
（
祥
）
、

「
歳
」
・
「
家
子

□

」
に
見
え
る
秦
・
楚
の
占
い

令

南
旦
亡
、

夜
の
増
減
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
）
。

見
え
る
日
・
タ
の
数
字
は
、
毎
月
の
昼

東
旦
亡
、

の
よ
う
に
な
る
（
な
お
、
月
名
の
後
に

月
名
対
照
を
表
に
し
て
み
る
と
、
表
2

す
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
秦
と
楚
の

こ
の
秦
楚
両
国
の
暦
の
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
史
料
を
提
供
し
て

つ
ぎ
の
「
歳
」
と
い
う
標
題
の
占
文
（
甲
7
9
3
~
9
6

上
段
）
で
あ

は
す
で
に
曽
憲
通
氏
も
論
じ
て
お
ら
れ

e
 

る
よ
う
に
「
秦
楚
月
名
対
照
表
」
を
示

応
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

と
あ
る
記
事
に
よ
り
十
ニ
ヶ
月
と
の
対

秦楚月名対照表

-t -t 
ニー十九八七六五四三二正
月月月月月月月月月月月月
..................... . .............................. . 

援 屈冬腐農十九八七紡夏刑
タタタ＾月月月月月月尿夷献ヽ

馬
→ ...  ● 今..ー....● ▲ ● ● ● ● ー・...................—. . . . 

-t -t 
三二正ニー十九八七六五四
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標
題
の
「
家
子
口
」
と
は
、
「
日
書
」
で
は
「
取
（
要
）
妻
家
（
嫁
）
女
」
（
甲

7
6
1
)

「
取
（
要
）
婦
家
（
嫁
）
女
」
（甲
7
6
5
)

り
」
の
謂
い
と
し
て
頻
見
す
る
の
で
、
あ
る
い
は
「
嫁
子
口
」
と
し
て
各
月
に

お
け
る
嫁
入
り
の
と
き
の
方
位
の
吉
凶
を
示
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も

口 家
子

吉
富
、
西
北
反
郷
。

正
東
央
麗
、

四
月
・
八
月
・
十
二
月
：
正
北
尽
、
【
東
北
】
断
、

【
東
】
南
執
扉
、
【
正
南
郎
逐
】
、
正
（
当
作
西
）
南
続
光
、
正
西

の
よ
う
に
「
家
女
」
が
「
嫁
入

例
え
ば
、

東
北
執
扉
、
正
東
郎
逐
、
東
南
続
光
、
正
南
吉
富
、
西
南
反
郷
。

月
・
七
月
・
十
一
月
：
正
西
尽
、
【
西
】
北
断
、

正
北
夫
麗
、

辱
、
正
北
郎
逐
、
【
東
】
北
続
光
、
正
東
吉
富
、
東
南
反
郷
。

二
月
・
六
月
・
十
月
：
正
南
尽
、
西
南
断
、
正
西
央
麗
、
西
北
執

北
【
反
郷
】
。

南
央
麗
、
西
南
執
扉
、
正
西
鄭
逐
、
西
北
続
光
、
正
北
吉
富
、
東

あ
る
い
は
当
時
存
在
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

8
 

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
方
位
は
、
最
初
の

「四
月
・
八
月
・
十
二
月
」

の
歳
の
位
置
で
あ
る
「
東
方
」
を
起
点
と
し
て
、
時
計
回
り
に
規
則
的
に
配
当

さ
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
実
際
の
木
星
が
こ
の
よ
う
に
移
動
す
る
こ
と
は
あ
り
得

な
い
。
し
か
し
木
星
を
こ
の
よ
う
に
移
動
す
る
と
考
え
る
何
ら
か
の
宇
宙
観
が
、

ら
に
つ
ぎ
の
乙
種

(
1
0
9
2
~
9
5
)

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
歳
」
に
見
ら
れ
る
歳
星
占
い
と
同
一
の
原
理
は
、
さ

の
「
家
子
口
」
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

正
月
・
五
月
・
【
九
月
】
・
正
東
尽
、
【
東
南
断
】
、
東
（
当
作
正
）

四

あ
れ
、
こ
の
占
文
は
先
の
「
歳
」
と
は
標
題
が
異
な
り
、
ま
た
「
歳
星
」

も
見
え
な
い
が
、
三
ヶ
月
を
一
組
に
し
て
い
る
点
、
ま
た
そ
れ
ら
の
月
に
お
け

る
方
位
の
吉
凶
を
指
示
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
は
「
歳
」
と
原
理
的
に
は
ま
っ

た
く
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
四
月
」
を
起
点
と
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
「
家
子
口
」

の
名

の
方
は
「
正
月
」

を
起
点
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
両
者
の
起
点
に
三
ヶ
月
の
ズ
レ
が
あ
る
の
は
、

表
2
で
示
し
た
よ
う
に
秦
の
正
月
が
楚
の
刑
夷
（
四
月
）
に
当
た
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
よ
り
「
刑
夷
」
（
四
月
）
を
起
点
と
す
る
「
歳
」
は

楚
暦
に
よ
る
歳
星
占
い
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
「
家
子
□

」
は
同
一
の
占

法
原
理
に
よ
る
秦
の
占
い
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

楚
暦
の
秦
律
へ
の
影
響

こ
の
よ
う
に
、
秦
楚
両
占
い
の
関
係
か
ら
新
た
に
入
っ
て
き
た
秦
の
占
い
に

た
い
す
る
楚
の
占
い
の
側
の
一
定
の
対
応
、
あ
る
い
は
秦
楚
両
地
域
の
占
い
の

相
違
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
相
互
意
思
が
慟
い
て
い
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。

「
歳
」
は
そ
の
上
段
が
表
3
に
整
理
し
た
よ
う
な
楚
の
占
い
で
あ
る

の
に
た
い
し
て
、
そ
の
下
段
の
「
秦
楚
月
名
対
照
表
」
は
、
表
2
に
整
理
し
た

よ
う
に
、
秦
の
側
か
ら
の
対
応
、
す
な
わ
ち
秦
の
何
月
が
楚
の
何
月
に
当
た
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
歳
」
が
、
全
体

と
し
て
上
段
の
楚
の
月
名
で
表
さ
れ
て
い
る
占
文
を
そ
の
下
段
に
お
い
て
秦
の

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、

「歳」

の
方
は
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雲夢睡虎地秦墓竹簡「日書」より見た法と習俗

「
秦
律
十
八
種
」
の
倉
律

(102~3
簡
）
に
も
、

側
か
ら
説
明
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
秦
楚
両
占
い
の
あ
る
意

ま
た
、
秦
楚
両
占
い
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
秦
暦
と
楚
暦
に
は
一
定
の
差
異

が
あ
る
と
い
う
先
の
想
定
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

す
る
と
秦
暦
・
楚
暦
が
は
た
し
て
一
二
正
も
し
く
は
春
秋
六
暦
な
ど
の
何
に
拠
っ

て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に
は
歳
首
の
問
題
が
関
係
し
て

周
知
の
よ
う
に
、
所
謂
三
正
に
お
い
て
は
、
夏
正
は
建
真
の
月
を
も
っ
て
正

月
と
し
、
周
正
は
建
子
の
月
を
も
っ
て
正
月
と
す
る
。

を
「
歳
首
」
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
楚
の
建
除
と
目
さ
れ
る
も
の
が
「
十
一
月

子
日
」
を
起
点
と
し
、
秦
の
建
除
が
「
正
月
寅
日
」
を
起
点
と
し
て
い
る
の
は
、

楚
暦
が
周
正
に
よ
り
、
秦
暦
が
夏
正
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
可

能
性
が
高
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
秦
と
楚
の
暦
の
差
が
三
ヶ
月
あ
る
の

は
「
正
月
歳
首
」
と
「
十
一
月
歳
首
」

か
し
、
他
方
、
先
の
「
歳
」

た
だ
し
、
こ
の
「
正
月
」

の
差
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し

の
下
段
の
「
秦
楚
月
名
対
照
表
」
は
一

0
月
か
ら

始
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
く
「
日
書
」
中
の
「
玄
文
」
（
甲
7
7
6
~
8
7
)

と
い

ぅ
二
十
八
宿
占
い
も
一

0
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
同
じ
く
秦
簡

稲
の
禾
に
後
れ
て
執
（
熟
）
す
れ
ば
、
稲
を
後
年
に
計
せ
よ
。
已
に
獲
せ

わ
か

ば
数
を
上
り
、
榮
・
稲
（
梱
）
枯
（
帖
）
稲
を
別
て
。
簗
・
襦
（
糧
）
の

襄
（
醸
）
を
別
た
ば
、
歳
ご
と
に
之
を
異
積
し
、
増
積
す
る
勿
く
、
以
て

で
あ
る
が
。

「
日
書
」
に
は
一

0
月
歳
首
に
変
わ
っ
た
後
も
そ
れ
以
前
の
夏

客
に
給
し
、
十
月
に
到
れ
ば
数
を
牒
書
し
、
内
【
史
】
に
上
れ
。

⑨
 

（
『
簡
装
本
』
四
一
ー
ニ
頁
）

と
あ
り
、
こ
れ
は
稲
の
収
穫
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
主
旨
は
、
稲
の

収
穫
が
粟
よ
り
も
後
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
帳
簿
は
次
年
度
に
計
上
せ
よ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
そ
の
数
量
を
報
告
す
る
と
き
ウ
ル
チ
と
モ
チ

ゴ
メ
と
を
区
別
し
、
ま
た
倉
に
は
年
度
ご
と
に
か
つ
両
者
を
別
々
に
分
け
て
収

蔵
し
、
そ
の
数
量
は
一

0
月
に
計
上
し
、
そ
れ
は
内
史
に
報
告
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
よ
り
、
通
常
秦
で
は
帳
簿
は
九
月
末
で
戸
め
、
そ
れ
に
間
に
合
わ
な

か
っ
た
晩
稲
な
ど
に
つ
い
て
は
一

0
月
に
計
上
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
秦
で
は
一

0
月
を
歳
首
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
戦
国
秦
で
は
あ
る
時
期
か
ら
建
亥
―

0
月
を
歳
首
と
し
て
い

た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
す
る
と
こ
れ
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
曽
憲
通
氏
は
、
秦
が
夏
暦
か
ら
顔
項
暦
に
変
わ
っ
た
こ
と
と
、
楚

A5. 

A
Ù

 

暦
と
の
三
ヶ
月
の
ズ
レ
の
関
係
の
説
明
に
苦
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
戦
国

時
代
の
あ
る
時
期
に
秦
で
は
正
月
歳
首
の
夏
暦
か
ら
一

0
月
歳
首
の
顔
頑
暦
へ

i
 

A
"ゃ

転
換
し
た
が
、

暦
に
基
づ
く
占
い
が
残
さ
れ
並
存
し
て
い
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

た
だ
し

こ
の
仮
説
は
今
後
暦
法
の
面
か
ら
実
証
的
に
傍
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
秦
楚
の
占
い
に
相
互
の
あ
る
意
味
で
の
交
流
が
あ
り
、

両
占
い
の
基
礎
に
秦
楚
の
暦
の
違
い
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
南
郡
で
は
秦
に
占

い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

味
で
の
交
流
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

倉
【
律
】

121 



下
、
略
）

（
『
簡
装
本
』
二
六
1
七
頁
）

し
館
（
棺
）
享
（
椰
）
を
伐
せ
ん
と
す
る
者
は
、
是
れ
時
を
用
い
ず
。
（
以

き
わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

領
さ
れ
た
後
で
も
「
日
書
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
楚
暦
を
基
礎
と
す
る
占
い
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
換
言
す
れ
ば
、
占
い
か
ら
知
ら
れ
る

そ
の
よ
う
な
固
有
の
習
俗
が
ま
だ
脈
々
と
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
秦
が
そ
の
よ
う
な
社
会
に
た
い
し
て
秦
律
を
ど
の
よ
う
に
適
用
し
て
い

た
の
か
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
法
社
会
学
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
先

の
総
体
と
し
て
の
）

「
異
文
化
」
を
、

に
私
は
、
暦
・
時
日
に
よ
り
根
茎
的
に
複
雑
に
構
成
さ
れ
て
い
る
楚
の
（
習
俗

秦
は
そ
の
支
配
体
制
の
な
か
に
ど
の
よ

う
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
設
定
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ

う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

施
行
さ
れ
る
べ
き
秦
律
と
被
支
配
地
域
の
固
有
の
習
俗
社
会
と
の
関
係
に
改
め

て
注
目
し
て
み
る
と
、
秦
簡
「
秦
律
十
八
種
」
中
の
田
律
(
0
7
1
~
0
7
4

簡
）
は
、

春
二
月
に
は
、
敢
え
て
材
木
・
山
林
を
伐
し
、
及
び
降
水
を
薙
（
痙
）
ぐ

あ
ら

母
か
れ
。
夏
月
に
不
ず
ん
ば
、
敢
え
て
草
を
夜
（
択
）
り
て
灰
と
為
し
、

生
癌
．
靡
開
（
卵
）
骰
を
取
る
母
か
れ
。
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
魚
繁
を
毒
し
、

ゆ
る

穿
岡
を
置
く
母
か
れ
。
七
月
に
至
り
て
之
を
縦
す
。
唯
だ
不
幸
に
し
て
死

こ
れ
は
山
林
藪
沢
に
お
け
る
動
植
物
の
資
源
保
護
の
た
め
の
律
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
山
林
藪
沢
に
お
け
る
住
民
の
利
用
の
時
期
が
明
確

に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
要
約
す
る
と
①
「
春

10・ 
―
-
.
―
二
月
で
あ
り
、
通
常
「
夏
月
」

と
は
あ
り
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
可
能
な
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
再
び
表

2
を
見
て
み
る
と
、
秦
暦
と
楚
暦
は
ち
ょ
う
ど
三
ヶ
月
ズ
レ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
「
夏
月
」

の
始
ま
り
（
孟
夏
）
で
あ
る
秦
の
「
四
月
」
は
、
楚
暦
で
は
ま

さ
し
く
「
七
月
」
と
な
る
（
表
4
参
照
）
。
こ
れ
よ
り
、
こ
の
田
律
は
楚
暦
に
基

づ
い
て
作
ら
れ
た
秦
律
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
る
と
こ
れ
よ
り
、
律
文

中
の
「
二
月
」
は
「
三
月
」

表4 秦暦・楚暦の四時の差

の
中
に
七
月
が
含
ま
れ
る
こ

つ
ま
り
「
三
ヶ
月
」
の
誤
写
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

整
理
小
組
が
こ
の
田
律
に
注
引
す
る
『
逸
周
書
』
「
大
緊
」
に
、

春
三
月
に
、
山
林
に
斧
を
登
れ
ざ
る
は
、
以
て
草
木
の
長
を
成
さ
ん
と
す

れ
ば
な
り
。
夏
三
月
に
、
川
沢
に
網
筈
を
入
れ
ざ
る
は
、
以
て
魚
鼈
の
長

四
・
五
•
六
月
、
秋
は
七
・
八
・
九
月
、
冬
は

も
な
く
、
当
時
の
春
は
一
・
ニ
・
三
月
、
夏
は

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
贅
言
す
る
ま
で

田
律
で
は
「
七
月
」
は
「
夏
月
」

の
中
に
含
ま

許
す
こ
と
、
と
な
る
。
す
る
と
こ
れ
よ
り
こ
の

ら
ぬ
こ
と
、
③
し
か
し
「
七
月
」
に
な
っ
た
ら

黎
を
取
っ
た
り
、

ア
ミ
を
か
け
た
り
し
て
は
な

（
卵
）
穀
を
取
っ
た
り
ま
た
毒
を
流
し
て
魚

で
な
け
れ
ば
草
を
灰
に
し
た
り
、
生
癌
．
膨
欝

き
止
め
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
②
「
夏
月
」

二
月
」
に
は
材
木
・
山
林
の
伐
採
や
降
水
の
せ
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が
、
そ
れ
を
含
め
た
定
期
的
検
査
の
時
期
を
「
四
月
・
七
月
・
十
月
・
正
月
」

「
春
三
月
」
が
「
夏
三
月
」
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
三
ヶ
月

を
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
傍
証
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
田
律
の
主
旨
は
、

換
言
す
る
と
、
資
源
保
護
の
た
め
山
林
藪
沢
に
お
け
る
動
植
物
の
狩
猟
採
集
は
、

楚
暦
の
春
三
ヶ
月
（
四
•
五
・
六
月
）
の
間
禁
止
し
、
夏
月
（
七
・
八
・
九
月
）

こ
の
よ
う
な
楚
暦
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
秦
律
は
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
「
秦
律

十
八
種
」
の
厩
苑
律
(
0
8
0
~

1

簡
）
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

四
月
・
七
月

・
十
月

・
正
月
を
以
て
田
牛
を
膚
す
。
卒
歳
、
正
月
を
以
て

之
を
大
課
す
。

〈
息
〉
を
為
せ
し
者
は
一
更
を
除
し
、
牛
長
に
日
三
旬
を
賜
う
。
殿
な
れ

（『
簡
装
本
』
三

0
頁）

⑫
 

こ
れ
は
古
賀
登
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
牛
耕
に
使
役
さ
れ
る
田
牛
の
皮

膚
の
ツ
ヤ
を
見
て
、
そ
の
健
康
状
態
を
調
べ
る
と
き
の
規
定
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
の
中
で
一
年
間
の
総
合
的
評
価
(11
大
課
）
は
「
正
月
」
に
な
さ
れ
る

と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
楚
暦
に
お
け
る
四
時
の
最
初
の
月
、
す
な
わ
ち

⑬
 

孟
春
・
孟
夏
・
孟
秋

・
孟
冬
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

楚
暦
を
も
と
に
し
て
制
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
秦
律
の
析
出
は
、
今
の
と
こ

ろ
こ
の
二
条
に
と
ど
ま
る
が
、
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
秦
が
南
郡
の
設
置
後

ば
、
田
裔
夫
を
評
し
、
冗
息
者
を
罰
す
る
こ
と
二
月
。
（
後
略
）

最
な
れ
ば
、
田
薔
夫
に
壺
酉
（
酒
）
・
束
膊
を
賜
い
、

旱

に
入
っ
た
ら
初
め
て
許
す
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、 を
成
さ
ん
と
す
れ
ば
な
り
。

"' 

主
義
の
特
徴
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ。t
 

つ

つ
ま
り
、
占
領
地
の
固
有
の
習
俗
・
異
文
化
を
自
己
の
法
制
支
配
の
体

っ
た
こ
と
が
、
改
め
て
傍
証
さ
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
地
の
固
有
の
暦
法
に
よ
っ
て
律
を
制
定
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
は
じ
め

て
検
証
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
秦
の
占
領
地
支
配
の
あ
り
方
を
検
討
す

る
上
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
秦
律
の
性
格
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
を
秦
王
国
内
に
お
い
て
の
み
施
行

さ
れ
た
も
の
と
す
る
説
が
根
強
く
あ
り
、
戦
国
秦
の
内
史
の
財
政
に
関
す
る
権

⑲
 

限
が
そ
の
占
領
地
全
体
に
及
ん
だ
と
す
る
私
の
旧
説
に
た
い
し
て
種
々
批
判
を

t
 

ん＂ゃ

い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ら
の
批
判
に
は
従
う
べ
き
論
点
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま

で
の
「
日
書
」

の
検
討
に
基
づ
く
田
律
や
厩
苑
律
の
分
析
結
果
か
ら
、
秦
が
そ

の
占
領
地
を
拡
大
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
の
地
域
の
実
状
に
応
じ
た
律
が
適
宜

制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
以
上
、
秦
律
は
や
は
り
占
領
地
全

体
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
秦
簡
に
含
ま
れ
て

い
る
各
種
秦
律
は
、
南
郡
に
お
い
て
じ
っ
さ
い
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

た
だ
し
秦
律
は
す
べ
て
が
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
施
行
さ
れ
た
の
で
も
な
か

制
内
に
取
り
込
む
た
め
に
、
在
地
の
暦
法
（
そ
れ
は
習
俗
・
文
化
の
根
幹
を
な

す
も
の
の
―
つ
で
あ
る
）
を
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
秦
の
現
実
的
な
法
治
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即
ち
主
の
明
法
を
撒
（
廃
）
す
る
な
り
。
而
し
て
邪
避
（
僻
）
．
淫
失
（
袂
）

而
る
に
吏
民
用
い
る
莫
く
、
郷
俗
淫
失
（
決
）

の
民
は
止
ま
ず
レ
、
是
れ

し
て
為
善
に
之
ら
し
む
る
も
の
な
り
レ
。
今
、
鷹
律
令
已
に
具
わ
れ
り
レ
。

の
民
を
長
ぜ
し
め
、
甚
だ
邦
を
害
し
レ
、
民
に
便
せ
ず
。
故
に
、
騰
、
是

（
導
）
し
レ
、
其
の
淫
避
（
僻
）
を
去
り
、
其
の
悪
俗
を
除
き
レ
、
之
を

後
に
令
を
問
す
る
者
有
り
レ
。
凡
そ
巖
律
令
な
る
者
は
、
以
て
民
を
教
道

「
日
書
」
か
ら
検
証
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
占
領
地
の
異
文
化
を
巧
み
に
取
り

込
ん
で
ゆ
く
現
実
的
な
政
策
は
、
そ
の
後
廃
さ
れ
て
い
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
秦
王
政
二

0
年
（
前
ニ
ニ
七
）
に
南
郡
守
騰
に
よ
っ
て
治
下
の
県
や

道
の
長
吏
に
下
達
さ
れ
た
同
じ
秦
簡
の
「
語
書
」
で
は
、
「
民
の
郷
俗
」
は
「
悪

俗
」
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
間
の
秦
の

支
配
体
制
の
変
化
の
推
移
を
最
後
に
検
討
し
て
み
た
い
。
行
論
の
都
合
上
、
そ

の
前
半
の
文
(
0
5
4
~
0
6
1

簡
）
を
以
下
に
書
き
下
し
て
み
る
。

廿
年
四
月
丙
戌
朔
丁
亥
、
南
郡
守
騰
、
県
・
道
の
沓
夫
に
謂
う
：
古
者
レ
、

民
に
郷
俗
有
り
、
其
の
利
と
す
る
所
及
び
好
悪
は
同
じ
か
ら
ず
、
或
る
も

の
は
民
に
便
せ
ず
レ
、
邦
を
害
す
る
な
り
。
是
を
以
て
聖
王
は
慨
度
を
作

為
し
、
以
て
民
心
を
矯
端
し
レ
、
其
の
邪
避
（
僻
）
を
去
り
レ
、
其
の
悪

俗
を
除
け
り
レ
。
猥
律
未
だ
足
ら
ざ
れ
ば
レ
、
民
に
許
巧
多
く
レ
、
故
に

五

「
語
書
」
と
秦
の
六
国
統

が
為
め
に
憑
律
令
・
田
令
及
び
為
間
私
方
を
脩
め
て
之
を
下
し
レ
、
吏
に

令
し
て
明
布
し
、
吏
民
を
し
て
皆
之
を
明
智
（
知
）
し
、

皐
に
巨
（
距
）

大
晶
な
り
。
而
し
て
令
・
丞
明
智
（
知
）
せ
ざ
れ
ば
、
甚
だ
不
便
な
り
。

今
且
に
人
を
し
て
之
を
案
行
し
、
令
に
従
わ
ざ
る
者
を
挙
劾
し
、
致
す
に

律
を
以
て
し
、
論
じ
て
令
・
丞
に
及
ば
し
め
ん
と
す
。
有
（
又
）
た
且
に

ぃ．つ

県
官
を
課
し
、
独
れ
が
犯
令
多
け
れ
ど
も
令
・
丞
の
得
せ
ざ
る
者
な
る
か
、

令

・
丞
を
以
て
聞
せ
し
め
ん
と
す
。
次
を
以
て
伝
え
よ
。
書
を
江
陵
に
別

ゃ

か
っ
て
布
き
、
郵
を
以
て
行
れ
。

こ
の
「
語
書
」

史
観
」

（
知
）
れ
ど
も
敢
え
て
論
ぜ
ざ
れ
ば
、
是
れ
即
ち
不
廉
な
り
。
此
れ
皆
な

（
『
簡
装
本
』
一
五
！
九
頁
）

の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
当
初
中
国
の
学
界
で
は
「
儒
法
闘
争

の
影
響
に
よ
り
、
こ
の
文
書
の
性
格
を
「
奴
隷
制
復
辟
と
封
建
制
割
拠

に
反
対
す
る
動
員
令
」
と
か
「
奴
隷
主
復
辟
勢
力
を
討
伐
す
る
戦
闘
檄
文
」
と

い
う
よ
う
な
解
釈
を
下
し
、
ま
た
秦
の
昭
襄
王
元
年
（
前
一
―

1
0
六
）
か
ら
始
皇
帝

三
0
年
（
前
―
―
―
七
）
ま
で
の
間
の
秦
の
統
一
戦
争
と
墓
主
お
よ
び
そ
の
家
族
に

関
す
る
記
事
が
編
年
体
で
書
か
れ
て
い
る
秦
簡
「
編
年
記
」

の
始
皇
一
九
年
の

不
忠
な
り
。
若
し
智
（
知
）
ら
ず
ん
ば
是
れ
不
勝
任
・
不
智
な
り
レ
。
智

の
民
を
姜
匿
す
る
な
り
レ
。
此
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
人
臣
と
為
り
て
亦
た

是
れ
即
ち
明
ら
か
に
主
の
明
薦
を
避
く
る
な
り
レ
、
而
し
て
邪
避
（
僻
）

ず
レ
、
令
・
丞
自
従
り
以
下
、
智
（
知
）
れ
ど
も
挙
げ
て
論
ぜ
ざ
る
、
と
レ
。

民
の
漑
を
犯
し
間
私
を
為
す
者
止
ま
ず
レ
、
私
好
レ
．
郷
俗
の
心
変
わ
ら

る
母
か
ら
し
む
レ
。
今
、
廣
律
令
已
に
布
か
る
る
も
、
聞
く
な
ら
く
、
吏
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ロロロ
□

南
郡
備
敬
（
警
）
。

と
見
え
る
記
事
と
「
語
書
」
と
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
ら
の
奴
隷
主
勢
力
の
復
辟

運
動
に
楚
の
奴
隷
主
貴
族
が
呼
応
し
て
南
郡
を
攻
め
た
も
の
と
見
な
す
よ
う
な

5̂ 
ム
"
}

傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
解
釈
は
、
そ
の
後
麿
越
氏
に
よ
っ
て

F
 。

「
影
射
史
学
」
と
批
判
さ
れ
、
再
解
釈
が
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
主
な
論
点
は

以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
①
「
悪
俗
」
・
「
郷
俗
」
と
は
南
郡
の
伝
統
的
風
俗
習

慣
を
指
す
。
騰
は
秦
の
尚
武
の
風
習
を
占
領
地
区
に
強
要
し
、
南
郡
の
固
有
の

さ
ら
に
没
落
し
て
盗
賊
と
な
っ
た
農
民
や
奴
隷
を
も
含
む
。
南
郡
守
騰
が
一
九

年
に
「
南
郡
備
敬
（
警
）
」
の
命
令
を
下
し
、
二

0
年
に
こ
の
文
書
を
発
布
し
て

警
戒
防
備
し
鎖
圧
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
対
象
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
③
南
郡
の
俗
は
「
剰
軽
に
し
て
怒
り
を
発
し
易
く
、
地
薄
く
し
て
積

緊
寡
し
」
（
『
史
記
』
巻
―
二
九
「
貨
殖
列
伝
」）、

(
0
2
6

簡
下
段
、
『
簡
装
本
』
七
頁
）

の
た
め
反
抗
精
神
に
富
ん
で
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
農
民
階
級
と
地
主
階
級
の

対
立
・
闘
争
を
物
語
っ
て
い
る
。
④
こ
の
文
書
の
中
で
「
秦
の
法
律
令
を
」
「
吏

民
用
い
る
莫
く
、
郷
俗
・
淫
失
（
決
）

の
民
」
と
は
、

の
民
止
ま
ず
」
と
認
め
て
い
る
の
は
、

騰
の
統
治
が
民
心
を
得
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
⑤
南
郡
の
設
置
か

ら
楚
の
減
亡
ま
で
の
間
に
楚
の
貴
族
は
始
皇
二
三
年
に
一
度
だ
け
南
郡
を
攻
撃

し
て
い
る
が
、
「
南
郡
備
敬
（
警
）
」
の
発
生
は
そ
の
四
年
前
な
の
で
、
二
三
年

つ
ま
り
地
痩
せ
民
貧
し
く
、

そ

一
般
に
農
戦
に
従
事
し
な
い
商
買
・
手
工
業
者
・
説
客
を
指
し
、

の
南
郡
攻
撃
が
一
九
年
の
「
南
郡
備
敬
（
警
）
」
に
波
及
す
る
は
ず
が
な
い
。
以

上
の
麿
氏
の
所
論
は
「
語
書
」
を
所
謂
「
影
射
史
学
」
か
ら
開
放
し
、
と
り
わ

け
「
語
書
」
を
楚
の
「
習
俗
」
と
の
関
連
で
注
意
さ
れ
た
点
で
大
き
な
前
進
で

囮

⑲

あ
り
、
後
に
こ
う
し
た
観
点
は
黄
盛
埠
氏
や
熊
鉄
基
氏
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が

れ
て
い
る
。
今
、
そ
れ
ら
の
所
論
を
ふ
ま
え
て
、
行
論
に
直
接
か
か
わ
る
と
こ

こ
の
文
書
が
発
布
さ
れ
た
前
後
の
秦
と
六
国
の
関
係
を
秦
の
側
か
ら
見
て
み

る
と
、
秦
の
対
外
戦
争
は
す
で
に
昭
襄
王
時
代
か
ら
激
化
し
て
い
た
が
、
秦
王

布
さ
れ
た
前
年
と
三
年
前
に
は
す
で
に
趙
と
韓
が
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
「
語
書
」
は
秦
の
六
国
統
一
が
す
で
に
そ
の
射
程
に
入
っ
た
時
点
で
発
布

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
近
い
将
来
秦
が
六
国
を
統
一

す
る
だ
ろ
う
と
い
う
共
通
認
識
を
背
景
に
下
達
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
に
「
語
書
」

の
内
容
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
戦
国
末
の
秦
の

志
向
し
て
い
た
支
配
体
制
の
理
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
は

ず
で
あ
る
。

当
該
文
書
自
体
の
主
旨
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
①
往
古
民
間
に
あ
っ
た

「
郷
俗
」
は
、
地
域
に
よ
っ
て
利
害
を
異
に
し
て
い
た
の
で
人
民
に
も
国
家
に

も
不
都
合
で
あ
っ
た
。
②
そ
の
後
聖
王
が
現
れ
て
、
新
た
に
統
一
的
な
法
度
を

作
成
し
、
従
来
の
「
悪
俗
」
と
し
て
の
郷
俗
を
除
去
し
、
人
民
を
矯
正
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
③
し
か
し
そ
れ
で
も
「
法
律
」

の
不
備
は
免
れ
ず
、
そ
の
た
め

風
俗
習
慣
を
厳
禁
し
た
の
で
、
当
地
の
各
階
層
の
反
抗
を
招
い
た
。
②
「
淫
挟

政
の
と
き
も
即
位
当
初
か
ら
ほ
と
ん
ど
連
年
出
兵
し
て
お
り
、

「
語
書
」
が
発

ろ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

条
に
、

鴫b
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こ
の
「
郷
俗
」

③
の
よ
う
に
捉
え
、
ま
た
黄
氏
も
「
主
と
し
て
地
方
の
男
女
の
風
俗
習
慣
を
指

し
、
つ
ぎ
に
は
あ
え
て
法
律
に
違
反
し
、
搾
取
圧
迫
を
受
け
る
こ
と
に
甘
ん
じ

な
い
労
働
人
民
を
も
含
む
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
私
は
こ
の
文
書
の

基
調
と
な
っ
て
い
る
の
は
在
地
の
「
郷
俗
」

(11
習
俗
）
と
秦
法
と
の
対
立
状
況

全
般
お
よ
び
そ
れ
を
保
守
し
て
秦
法
に
従
お
う
と
し
な
い
旧
楚
の
人
々
を
指
す

⑳
 

も
の
と
考
え
る
。

「
郷
俗
」
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
価
値
体
系
に
よ
っ
て
実
存
す
る
。
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
本
質
的
に
秦
法
に
よ
る
画
一
的
支
配
を
拒
否
す
る
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に

「
郷
俗
」
を
守
り
秦
法
に
従
お
う
と
し
な
い
者
は
「
郷
俗
淫
失
（
決
）
の
民
」
．

「
邪
避
（
僻
）

．
淫
失
（
決
）
の
民
」
等
と
非
難
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
郷

俗
」
を
黙
許
す
る
官
吏
も
ま
た
「
明
ら
か
に
主
の
明
法
を
避
く
る
」
者
・
「
邪
避

（僻）

の
民
を
養
匿
す
る
」
者

・
「
不
忠
」

・
「
不
勝
任
・
不
智
」
・
「
不
廉
」
等
々

で
あ
り
、
「
郷
俗
」
「
淫
袂
の
民
」
と
は
秦
法
の
浸
透
を
阻
む
楚
の
固
有
の
習
俗

属
す
る
事
柄
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

こ、
,
9
,
 

よっ

秦
王
、
復
た
王
部
を
召
し
、
彊
い
て
之
を
起
た
し
め
、
将
と
し
て
荊
（
楚
）

の
ご
と
く
麿
氏
は
、
む
し
ろ
同
本
紀
二
三
年
の
条
に
、

と
あ
る
記
事
を
引
き
、
こ
こ
に
見
え
る
楚
の
南
郡
攻
撃
が
「
編
年
記
」
の
記
事

の
背
景
を
な
す
と
注
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
統
一
後
、
秦
が
六
国
を
征
服

し
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
始
皇
帝
の
詔
の
一
節
で
あ
る
が
、
し
か
し
先
述

を
撃
た
し
む
。
陳
よ
り
以
南
平
輿
に
至
る
ま
で
を
取
り
、
荊
王
を
虜
に
す
。

と
あ
る
記
事
の
背
景
に
楚
の
南
郡
攻
撃
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
よ

一
九
年
の
「
南
郡
備
敬
（
警
）
」
は
「
語
書
」

の
背
景
と
は
別
の
次
元
に

そ
こ
で
改
め
て
始
皇
一
九
年
に
お
け
る
楚
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
年

は
楚
で
は
幽
王
が
死
亡
し
て
同
母
弟
の
哀
王
が
立
っ
た
が
、
庶
兄
負
椀
の
徒
が

哀
王
を
殺
し
て
負
蜀
を
立
て
る
と
い
う
内
乱
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
五
年
後
に

楚
は
つ
い
に
秦
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
「
編
年

「
淫
袂
の
民
」
に
関
し
て
、

謄
氏
は
如
上
に
要
約
し
た
①
②

定
む
。

（
『
史
記
』
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
二
六
年
条
）

犯
し
て
罪
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
、
等
々
で
あ
る
。

人
民
の
中
に
法
律
を
巧
み
に
欺
い
て
「
令
」
を
乱
す
も
の
が
出
現
し
た
。
④
そ

の
点
、
現
在
の
御
世
に
お
い
て
は
「
法
律
令
」
自
体
は
完
備
し
て
い
る
け
れ
ど

も
、
吏
民
は
そ
れ
を
無
視
し
、
そ
の
た
め
地
域
的
な
「
郷
俗
」
が
横
行
し
て
お

南
郡
守
騰
は
「
法
律
令
・
田
令

・
為
間
私
方
を
脩
め
て
」
下
し
、
官
吏
に
命
じ

て
そ
れ
を
発
布
さ
せ
、
吏
民
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
が
法
を

と
言
葉
を
尽
く
し
て
激
し
く
攻
撃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ

の
文
書
は
必
ず
し
も
特
定
の
事
件
に
関
連
し
て
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は

の
記
事
と
結

い
い
が
た
く
、
「
編
年
記
」
始
皇
一
九
年
の
「
南
郡
備
敬
（
警
）
」＂^～
 b
 

び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
該
条
に
対

荊
王
(11
楚
王
）
、
青
陽
以
西
を
献
ず
。
已
に
し
て
約
に
畔
き
、
我
が
南
郡

を
撃
つ
。
故
に
兵
を
発
し
て
誅
し
、
其
の
王
を
得
、
遂
に
其
の
荊
の
地
を

し
て
整
理
小
組
は
、

り
、
そ
れ
は
主
（
秦
王
）

の
「
明
法
」
を
廃
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
そ
の
た
め
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よ
う
な
異
文
化
を
自
己
の
支
配
体
制
の
中
に
巧
み
に
取
り
込
ん
で
ゆ
く
よ
う
な

政
治
姿
勢
は
す
で
に
消
え
、
秦
律
に
よ
る
一
元
的
支
配
の
意
志
が
前
面
に
突
出

し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
『
史
記
』
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
二
六
年
の
条
に
は
秦
が

行
な
っ
た
と
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
統
一
政
策
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
が
み
な
六
国
統
一
の
年
に
立
案
施
行
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
が
た
く
、
統
一

が
目
前
に
迫
っ
た
戦
国
末
に
お
い
て
、
秦
は
帝
国
の
一
元
的
支
配
へ
向
け
て
す

で
に
そ
の
支
配
体
制
を
転
換
さ
せ
て
お
り
、
六
国
統
一
は
い
わ
ば
そ
の
総
仕
上

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
語
書
」
に
お
い
て
は
「
日
書
」

の
検
討
か
ら
窺
え
た

記
」
の
「
南
郡
備
敬
（
警
）
」
と
は
、
む
し
ろ
哀
王
と
負
拘
の
王
位
を
め
ぐ
る
楚

の
内
乱
の
余
波
が
南
郡
に
及
ぶ
こ
と
を
警
戒
し
、
秦
が
そ
れ
に
備
え
た
こ
と
と

「
語
書
」
の
内
容
を
「
南
郡
備
敬
（
警
）
」
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
み
る
と
、

そ
こ
に
見
ら
れ
る
基
調
は
、
秦
の
六
国
統
一
へ

向
け
て
の
一
元
的
支
配

へ
の
強

固
な
意
志
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
地
方
固
有
の
価
値
体
系
に
よ
っ
て
実
存
す
る

よ
う
な
習
俗
は
否
定
さ
れ
、
秦
律
の
徹
底
が
督
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
南

郡
守
騰
が
「
騰
、
是
が
為
め
に
法
律
令
・
田
令
及
び
為
間
私
方
を
脩
め
て
之
を

下
し
レ
、
吏
に
令
し
て
明
布
し
、
吏
民
を
し
て
皆
之
を
明
智
（
知
）
し
、
皐
に

巨
（
距
）

る
母
か
ら
し
む
レ
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
彼
が
自
ら

「
立
法
者
」

と
し
て
南
郡
に
臨
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う

な
表
現
の
中
に
騰
を
通
じ
て
秦
の
支
配
理
念
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で

解
釈
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

げ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
転
換
後
の
秦
の
支
配

理
念
は
「
語
書
」
と
い
う
同
時
代
文
書
を
通
じ
て
始
め
て
我
々
は
具
体
的
に
知

り
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
私
は
、
秦
が
戦
国
時
代
の
末
期
の
あ
る
時
期
に
、
そ
れ
ま
で

の
占
領
地
に
お
け
る
固
有
の
習
俗
を
自
己
の
支
配
体
制
の
中
に
巧
み
に
取
り
込

配
の
方
向
へ
転
換
し
て
ゆ
く
状
況
を
、

検
討
を
通
し
て
検
証
し
て
き
た
。

一
元
的
支

か
く
し
て
六
国
統
一
後
に
完
成
し
た
（
と
自

負
す
る
）
そ
の
よ
う
な
秦
の
支
配
体
制
に
関
し
て
、
始
皇
帝
は
統
一
の
二
年
後

に
立
て
た
「
瑣
邪
台
刻
石
文
」
の
中
で
、
法
度
・
器
械
・
度
量
・
文
字
の
統
一

を
行
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

異
俗
を
匡
紡
し
、
水
を
陵
り
、
地
を
経
、
齢
首
を
憂
憔
し
、
朝
夕
僻
ら
ず
、

と
い
う
よ
う
に
、
異
俗
を
匡
紡
し
、
疑
わ
し
い
者
を
処
罰
の
対
象
か
ら
除
い
て

法
制
を
明
ら
か
に
し
、
地
方
長
官
が
各
々
職
務
を
分
掌
し
て
政
治
が
平
明
で
分

か
り
易
く
、
そ
の
統
治
が
画
に
描
い
た
よ
う
に
整
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

（
『
史
記
』
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
二
八
年
）

諸
治
経
に
易
く
、
挙
錯
必
ず
当
り
、
画
の
如
く
な
ら
ざ
る
こ
と
莫
し
。

疑
い
を
除
き
法
を
定
め
、
咸
な
辟
く
る
所
を
知
り
、
方
伯
職
を
分
か
ち
、

「日
書
」
・
「
語
書
」
等
の
出
土
史
料
の

ん
で
ゆ
く
現
実
的
な
政
策
か
ら
、
や
が
て
そ
れ
ら
を
自
ら
否
定
し
、

む

す

び

., 
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示
唆
し
て
い
る
。

ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
湖
北
省
江
陵
県
張
家
山
で
前
漢
初
期
の
三
座
の
墓
が
発
見

さ
れ
、
そ
の
中
の

M
2
4
7

墓
か
ら
漠
律
等
の
法
制
資
料
と
「
日
書
」
が
同
時
に

四

出
土
し
た
。
墓
主
の
身
分
は
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
図
版
や
釈
文
も
ま
だ
未

刊
行
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
戦
国
秦
に
つ
い
て
見
て
き
た
統
一
過
程

に
お
け
る
法
と
習
俗
の
問
題
が
、
前
漠
で
も
ま
た
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

注①
「
日
書
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
工
藤
元
男
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
『
日
書
』
に
つ

い
て
」
（
『史
滴
』
第
七
号
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
以
下
に
挙
げ
る

「
歳
」
と
い
う
占
文
以
外
に
、
甲
種
7
5
5

簡
に
「
母
以
楚
九
月
己

未
台
被
新
衣
手
口
必
死
」
と
見
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。

③
《
日
書
》
研
読
班
「
日
書
・・
秦
国
社
会
的
一
面
鏡
子
」
（
『
文
博
』
一
九
八
六
年
第

五
期
）
。

④
「
日
書
」
の
テ
ク
ス
ト
は
《
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
》
編
者
組
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』

（
文
物
出
版
社
、
北
京
、

一
九
八
一
年
）
に
よ
る
。

③
「
稜
（
叢
）
辰
」
（
饒
宗
願

し
曽
憲
通
『
雲
夢
秦
簡
日
書
研
究
』
所
収
、
中
文
大
学

出
版
社
、
香
港
、

一
九
八
二
年
）
。

⑱
饒
宗
願
氏
は
「
日
書
」
の
「
盈
」
を
「
天
文
訓
」
で
「
満
」
に
作
っ
て
い
る
の
は
、

け
で
あ
る
が
、

を
自
画
自
賛
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
先
の
「
語
書
」
に
見
え
る
統
一
理

念
の
実
現
さ
れ
た
（
と
始
皇
帝
の
考
え
る
）
秦
帝
国
の
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
の
自

画
自
賛
は
、
し
か
し
、
そ
の
死
後
ま
も
な
く
起
こ
る
全
国
的
反
乱
の
中
で
裏
切

ら
れ
、
理
念
は
破
綻
し
た
。
そ
の
秦
末
の
反
乱
の
中
か
ら
前
漠
が
成
立
す
る
わ

一
九
八
三
年

―
二
月

1
八
四
年
一
月
、
秦
簡
の
出
土
地
と
そ
れ

前
漠
の
恵
帝
の
講
を
避
け
た
こ
と
に
よ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
「
建
除
家

言」）。

り
「
楚
月
名
初
探
ー
兼
談
昭
固
墓
竹
簡
的
年
代
問
題
」
（
『
古
文
字
研
究
』
第
五
輯
、

中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
）
。

⑱
先
秦
時
代
の
歳
星
占
い
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
『
史
記
』
巻
―
―
―

九

「
貨
列
伝
」
に
「
太
陰
在
卯
、
穣
。
明
歳
衰
悪
。
至
午
、
旱
。
明
歳
美
。
至
酉
、

穣
。
明
歳
衰
悪
。
至
子
、
大
旱
。
明
歳
美
、
有
水
。
至
卯
、
積
著
率
歳
倍
」
と
見
え

る
が
、
こ
れ
は
歳
星
の
位
置
と
十
二
次
と
の
関
係
で
占
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

、

「
日
書
」
の
占
法
と
は
異
な
る
。

・

⑨
以
下
、
『
簡
装
本
』
お
よ
び
頁
数
と
は
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組

『
睡
虎
地
秦

墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
、
北
京
、
一
九
七
八
年
）
の
釈
文

・
訳
注
本
の
も
の
を
指

す。

⑩
前
掲
論
文
「
楚
月
名
初
探
ー
兼
談
昭
固
墓
竹
簡
的
年
代
問
題
」
。

⑪
平
勢
隆
郎
氏
は
秦
の
顕
頚
暦
の
暦
元
を
前
三
六
六
年
の
立
春
朔
に
算
定
さ
れ
て
い

る

(
「11
楚
暦
II

小
考
」
『
中
山
大
学
学
報
』
一
九
八
一
年
第
二
期
）

⑫
古
賀
登
『
漠
長
安
城
と
肝
附

・
県
郷
亭
里
制
度
』
（
雄
山
閣
、
一
九
八

0
年
、
一
八

五
頁
）
。

⑬
曽
憲
通
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
『
楚
辞
』
「
離
騒
」
や
湖
南
省
長
沙
出
土
の
戦

国
楚
吊
書
に
見
え
る
楚
の
月
名
を
検
討
さ
れ
、
戦
国
楚
に
―
つ
の
季
節
を
孟

・
仲

・

季
に
三
区
分
す
る
観
念
の
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
従
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

⑲
工
藤
元
男
「
秦
の
内
史
ー

主
と
し
て
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
に
よ
る
—
」
(『史
学
雑
誌
』

第
九

0
編
第
一
二
号
、
一
九
八
一
年
）
。

⑮
角
谷
定
俊
「
秦
に
お
け
る
青
銅
工
業
の
一
考
察
ー
エ
官
を
中
心
に
ー
」
（
『
駿
台
史

学
』
第
五
五
号
、
一
九
八
二
年
）
、
藤
田
勝
久
「
中
国
古
代
の
関
中
開
発
—
郡
県
制

形
成
過
程
の
一
考
察
ー
」
（
中
国
水
利
史
研
究
会
編

『
佐
藤
博
士
退
官
記
念
中
国
水

利
史
論
叢
』
所
収
、
一
九
八
四
年
）

、
越
智
璽
明
「
秦
の
国
家
財
政
制
度
」
（
九
州
大
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学
『
東
洋
史
論
集
』

15
、
一
九
八
六
年
）
、
山
田
勝
芳
「
秦
漠
時
代
の
大
内
と
少
内
」

（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
五
七
号
、
一
九
八
七
年
）
等
。

⑯
鄭
実
「
加
強
上
層
建
築
領
域
中
的
革
命
専
政
ー
従
《
南
郡
守
騰
文
書
》
看
秦
始
皇

堅
持
反
復
辟
闘
争
ー
」
（
『
光
明
日
報
』
一
九
七
六
年
五
月
一
四
日
）
、
鐘
志
誠
「
秦

始
皇
時
期
反
復
辟
闘
争
的
歴
史
見
証
ー
談
湖
北
雲
夢
出
土
的
秦
簡
《
南
郡
守
騰
文

書
》
」
（
『
華
中
師
院
学
報
』
一
九
七
六
年
第
二
期
）
、
石
言
「
《
南
郡
守
騰
文
書
》
与

秦
的
法
治
路
線
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
七
六
年
第
三
期
）
、
北
京
第
二
機
床
廠
エ
人

理
論
組
歴
史
組
・
華
志
石
「
一
篇
反
撃
復
辟
派
的
戦
闘
檄
文
ー
読
《
南
郡
守
文
書
》
」

（
『
考
古
』
一
九
七
六
年
第
五
期
）
、
吉
林
大
学
考
古
専
業
紀
南
城
開
門
餅
学
分
隊

「《南

郡
守
騰
文
書
》
和
秦
的
反
復
辟
闘
争
」
（
同
上
）
、
高
敏
「
南
郡
守
騰
的
経
歴
及
其
発

布
《
文
書
》
的
意
義
ー
読
秦
簡
《
南
郡
守
騰
文
書
》
札
記
」
（
同
氏
著
『
雲
夢
秦
簡

初
探
』
所
収
、
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
等
々
。

⑬

「

斥
II
四
人
哲
II

在
秦
代
史
上
的
反
動
謬
論
」
（
『
考
古
』
一
九
七
八
年
第
三
期
）
。

⑱
「
雲
夢
秦
簡
辮
正
」
（
『
考
古
学
報
』
一
九
七
九
年
第
一
期
、
同
氏
著
『
歴
史
地
理
与

考
古
論
叢
』
、
斉
魯
書
社
、
済
南
、
一
九
八
二
年
、
に
再
録
）
。

⑲
「
釈
《
南
郡
守
騰
文
書
》
ー
読
雲
夢
秦
簡
札
記
」
（
『
中
国
史
研
究
』
一
九
七
九
年
第

三
期
）
。

⑳
西
川
靖
二
氏
も
同
様
の
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
（
「
漠
初
に
お
け
る
黄
老
思
想
の
一
側

面
」
『
東
方
学
』
第
六
二
輯
、
一
九
八
一
年
）
。

⑬

晟

福

林

「
II
南
郡
備
警
II

説
質
疑
」
（
『
江
漠
論
壇
』
一
九
八

0
年
第
六
期
）
。

図
荊
州
地
区
博
物
館
「
江
陵
張
家
山
三
座
漠
墓
出
土
大
批
竹
簡
」
（
『
文
物
』
一
九
八

五
年
第
一
期
）
、
張
家
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
「
江
陵
張
家
山
漢
簡
概
述
」
（
同
上
）
。

〔附
記
〕
こ
の
小
論
は
昨
年
(
-
九
八
七
年
―
一
月
三
日
）
に
「
東
洋
史
研
究
会
大
会
」

（
於
京
大
会
館
）
で
発
表
し
た
「
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
『
日
書
』
よ
り
見
た
法
と

習
俗
」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
楚
暦
に
関
し
て
鳥
取
大
学
の
平
勢
隆

郎
氏
よ
り
質
問
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
の
案
は
第
四
節
に
改
め
て
明

示
し
て
お
い
た
。
な
お
そ
の
ご
好
並
隆
司
氏
も
、
秦
暦
と
楚
暦
に
関
し
て
、
建
除
の

記
事
の
分
析
か
ら
小
論
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
論
に
逹
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
「雲

夢
秦
簡
日
書
小
論
」
横
山
英
・
寺
地
遵
編
『
中
国
社
会
史
の
諸
相
』
所
収
、
勁
草
書

房
、
一
九
八
八
年
）
。
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